
４ 次世代のために

高齢期の住まい方
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（１）空き家の状況

（２）空き家に関する制度

（３）自宅を空き家にしないために

４ 次世代のために
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（１）空き家の状況

① 空き家の定義

② 空き家数の推移

③ その他空き家率の推移

４ 次世代のために
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（１）空き家の状況

宮城県土木部住宅課

４ 次世代のために

①空き家の定義（住宅・土地統計調査）

資料：国土交通省
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（１）空き家の状況

宮城県土木部住宅課

４ 次世代のために

②空き家数の推移
（宮城県）

資料：住宅・土地統計調査

空き家数は継続して増加，
空き家・空き家率はH25に減少
し再び増加
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（１）空き家の状況

宮城県土木部住宅課

４ 次世代のために

③その他空き家率の推移
（圏域別）

資料：住宅・土地統計調査

宮城県のその他空き家率は
県北の増加が顕著

140
※その他空き家率=空き家（その他）/住宅総数

栗原圏

気仙沼・本吉圏
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（１）空き家の状況

（２）空き家に関する制度

（３）自宅を空き家にしないために

４ 次世代のために
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（２）空き家に関する制度

① 空家等対策特別措置法

② 特定空家等の固定資産税等

４ 次世代のために
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（２）空き家に関する制度

宮城県土木部住宅課

４ 次世代のために

①空家等対策特別措置法

143

空家等

特定空家等
①倒壊等著しく保安上危険となるおそれ
②著しく衛生上有害となるおそれ
③著しく景観を損なっている

④周辺の生活環境の保全を図るために
放置することが不適切

指
導

勧
告

命
令

代
執
行

資料：国土交通省



（２）空き家に関する制度

宮城県土木部住宅課

４ 次世代のために

①空家等対策特別措置法

144

背景
適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の

地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、地域住民の
生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空家等の活用のた
めの対応が必要

空家等の所有者等の責務
空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさない

よう、空家等の適切な管理に努めるものとする。



（２）空き家に関する制度

宮城県土木部住宅課

４ 次世代のために

②特定空家等の固定資産税等 勧告された特定空家等の固定
資産税等は増額されます。

145

特例対象から除外

資料：仙台市

住宅用地特例区分
固定資産税
の課税標準

小規模住
宅用地

住宅用地のう
ち、住宅１戸
につき200㎡
までの部分

１／６に減額

一般住宅
用地

住宅用地のう
ち、小規模住
宅用地以外
の部分

１／３に減額

勧
告



（１）空き家の状況

（２）空き家に関する制度

（３）自宅を空き家にしないために

４ 次世代のために
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４ 次世代のために
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（３）自宅を空き家にしないために



４ 次世代のために
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（３）自宅を空き家にしないために



４ 次世代のために
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（３）自宅を空き家にしないために



４ 次世代のために
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（３）自宅を空き家にしないために



４ 次世代のために
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ガイドブックの構成

・状況整理のためのフローチャート

・空き家放置のリスク、法律による処分

・空き家になる前の備え

・空き家を相続したらまずすべきこと

・空き家の適正な管理について

・空き家の活用

（売却・賃貸・リフォーム）について

・空き家の解体について

（３）自宅を空き家にしないために



４ 次世代のために
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（３）自宅を空き家にしないために


